
「協働のまちづくり」
を考える

平成２４年７月２４日

河南町総合政策部秘書企画課
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はじめに

「まちづくり」を取り巻く環境の変化

【スライド２】



第４次総合計画 基本構想
第２章 新しいまちづくりの視点

１．人口減少、少子高齢化への対応 ５．地域産業の強化・育成

２．住環境の向上と交通網の強化 ６．暮らしの安全や安心を支えるまち
づくりの強化

３．自然環境などと調和したまちづく
りの推進

７．文化資源を活用したまちの個性・
魅力の創出

４．総合的な環境対策の推進 ８．参画と協働によるまちづくりの推
進

本日のテーマ

【スライド３】



河南町の現況（すがた）

◎面積 ２５．２６K㎡

◎人口 １７，０４０人 （Ｈ22年国調）

◎世帯数 ６，４２６世帯

府内４３市町村中３９番目

１２年から１７年の５年間で1.2％増

１７年から２２年の５年間で3.0％減

１７年から２２年の５年間で０.１％増

【スライド４】



昭和２５年生まれの生涯【スライド５】



日本の人口ピラミッド
～変わりゆく社会構造～

【スライド６】



河南町の将来予想人口
国の調査機関はこう見ている
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人口フレームの考察
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コーホート要因法により算出

【スライド８】



行財政改革プラン（案）
【持続可能な行財政運営を目指して】

 平成１７年１月に策定した「行財政改革計画（案）」に
より財政の健全化に取組んできた。

 平成１８，１９年度の実績及び財政の現状と課題を踏ま
え、平成２０年～２３年度の財政の健全化に向けて、取
組むこととした。

 プランに基づく取組み

【スライド９】



行財政改革プランと財政推計

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

歳 入 ① ３,９０１ ３,９９７ ４,２１０ ４,３３３ ４,４６２ ４,４４５

歳 出 ② ３.７９２ ３,８８５ ４,１０１ ４,２２６ ４,３５９ ４,３４２

実質収支 ③
（①－②）

１０９ １１２ １０９ １０７ １０３ １０３

歳入に含まれる
基金取り崩し額

④
２ １３５ ３１２ ４０１ ５１３ ５００

単年度の収支
過不足額 ⑤
（①－④－②）

１０７ △２３ △２０３ △２９４ △４１０ △３９７

【単位：百万円】

一般財源ベースの財政状況
(行財政改革を実施しなかった場合)

【スライド１０】



一般財源ベース財政収支実績
（行財政改革の実施結果）

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

歳 入 ① ３,９０１ ３,９９７ ４,０７８ ４,２６４ ４,６４１ ４,３０２

歳 出 ② ３,７９２ ３,８８５ ３,９４８ ４,０９３ ４,４５６ ４,２００

実質収支 ③
（①－②） １０９ １１２ １３０ １７１ １８５ １０２

歳入に含まれる
基金取り崩し額

④
２ １３５ １３５ ５０ ３０５ ４２

単年度の収支
過不足額 ⑤
（①－④－②）

１０７ △２３ △５ １２１ △１２０ ６０

【単位：百万円】

【スライド１１】



地方債残高、基金残高、収支過不足の
実績推移
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【単位：百万円】
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【単位：百万円】

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

歳 入 ① ４,１８７ ４,３８９ ４,３３２ ４,２４７

歳 出 ② ４,０８６ ４,２４１ ４,１６５ ４,１７５

実質収支 ③
（①－②）

１０１ １４８ １６７ ７２

基金取り崩し額 ④ ７０ ２８１ ２５０ ２０１

単年度の収支
過不足額 ⑤
（①－④－②）

３１ △１３３ △８３ △１２９

今後の一般財源ベース財政収支見通し
（「あれも、これも」を続けた場合）

【スライド１３】



社会構造の変化

「人口減少、成熟型社会」

「あれか、これか」

【スライド１４】



選択と集中の
「まちづくり」にシフト

「あれか、これか」の

「まちづくり」だけで大丈夫？

【スライド１５】



１．「まちづくり」とは何か

(１)よい「まち」とは何か

住民の皆さんが住んでいて良かった、そう思えるまち

～本町のまちづくりの将来像～

【スライド１６】



(２)よい「まちづくり」の基本条件
【スライド１７】



(１) 「住民参加」・「協働」が必要となった背景

① 行政の仕事の内容の変化

・ ごみのリサイクル、自主防災活動やブルーガードの活動等。

住民と行政とが協力して行うことの必要な行政施策が増えている。

・ 自治体の自己決定、自己改革が求められている。

② 財政制約

・ 住民が行うことができることは住民自身が行い、行政と共に行う

べきところは「協働」で行う。

③ 住民意識の変化

・ ボランティアグループ、ＮＰＯなど組織活動の活発化

２．誰が「まちづくり」の主人公か
【スライド１８】



同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと

(２) 「協働」の意味

(３) 「協働のまちづくり」の意味

町と関わりのある皆さんと議会、行政が、より良いまち

づくりを進めるために、それぞれの役割や責任を明確に

したうえで、相互に協力してまちづくりに取り組むこと

【スライド１９】



・ 団体自治

・ 住民自治

国から独立した団体を作って、地方

の政治・行政をやっていくこと

地方の政治・行政のあり方について
は、地方の実情に一番詳しい住民自身
が決定していくということ

(１) 地方自治の意味

３．地方自治と「協働のまちづくり」
【スライド２０】



(2) 住民自治と代表民主制

・ 代表民主制
（間接民主制）

・ 二元代表制度

【スライド２１】



代表者などを介さずに、

住民が自分達の住む自治

体の意思決定に直接参加

し、その意思を反映させ

る政治制度

(3) 住民自治と直接民主制

・ 直接民主制

【スライド２２】



４．「まちづくり基本条例」の必要性

「協働のまちづくり」の仕組みを構築

「協働のまちづくり」における住民、議会、行政が
どのような役割を担うのか等の仕組みやルールを定
めます。
「協働のまちづくり」をルールに基づき、積極的に
実施し、活性化させます。

「協働のまちづくり」を活性化させる

【スライド２３】



【まとめ】 【スライド２４】



【スライド２５】


